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北海道健康増進計画ーすこやか北海道２１ー（素案）の概要 
 
　第１章　計画のめざす姿　 

１ 策定の目的と ○生活習慣及び社会環境の改善を通じて、全ての道民が共に支え合いながら希望や
位置づけ 生きがいを持ち、健やかで心豊かに生活できる持続可能な社会を実現するため策

定。（特定分野別計画）

２ 計画がめざす ○高齢化の進展及び疾病構造の変化を踏まえ、生活習慣病の予防及び社会生活を営
姿 むために必要な機能の維持・向上等により「健康寿命の延伸」を目指すとともに、

社会環境の構築により「健康格差の縮小」の実現を目指すもの。

３ 計画の期間 　令和６年４月～令和18年３月の12年間（６年を目途に中間見直し）

 
　第２章　道民の健康と生活習慣の現状　 

１ 現状 　平均寿命と高齢者人口、死亡数と死因、道民の健康状態等

２ これまでの計 ○令和４年度に実施した「健康づくり道民調査」や関係資料などを用い、14領域46
画の評価 項目の指標に関し、計画の策定時（平成25年３月）と最終評価時の値を比較し、

指標の達成状況の評価・分析を実施。 
○14領域46項目の指標については、「目標値に達した」は4.3％（２項目）、「改善

傾向」は54.3％（25項目）、「変化なし」は10.9％（５項目）、「悪化傾向」は
15.2％（７項目）、「評価困難」は15.2％（７項目）。 

【評価の主なもの】 
○「目標値に達した」項目は、「メンタルヘルスに関する措置を受けられる職場の

割合」や「乳幼児・学齢期のむし歯のない者の割合」等。 
○「改善傾向」の項目は、「75歳未満のがんの年齢調整死亡率」、「糖尿病性腎症に

よる年間新規透析導入患者数」、「成人の喫煙率」、「妊産婦の喫煙率」、「未成年
者の喫煙をなくす」等。 

○「悪化傾向」の項目は、「適切な量と質の食事をとる者」、「運動習慣者の割合」、
「睡眠による休養を十分とれていない者の割合」等。

 
　第３章　目標　 

基本的な方向性 領　域 主な取組と関連指標

① 栄養・食生 ○栄養・食生活 ○肥満や若年女性のやせを減らすため、「北海道版食事バラン
活、身体活動  スガイド」や栄養成分表示等、栄養情報の活用の普及を図る。 
・運動、休養、  指　標 現状値 目標値
喫煙、飲酒及  適正体重を維持している者の増加   
び歯・口腔に  40～64歳：BMI18.5以上25未満 58.5％ 61.0％
関する生活習 65歳以上：BMI20以上25未満
慣の改善 

○身体活動・運動 ○年間を通じて身近なところで運動できるウォーキングロード
等の環境整備と利活用の促進を図る。

○休養 ○適切な睡眠や休養に関する知識の普及啓発を図る。 
 指　標 現状値 目標値
 睡眠で休養がとれている者の割合   
 　20～59歳 63.4％ 70.0％ 

　60歳以上 79.7％ 85.0％

○喫煙 ○関係団体と連携し、たばこをやめたい人に対するサポート体
制の充実を図る。 

○家庭、職場、飲食店その他多くの人が利用する施設において、
受動喫煙ゼロの実現を目指す。 

 指　標 現状値 目標値
日常生活で受動喫煙の機会を有す   
る者の割合   
　家　庭  5.4％ 受動喫煙ゼロ
　職　場 13.3％ の実現
　飲食店 17.0％

○飲酒 ○飲酒が及ぼす生活習慣病などの健康への影響について普及啓
発を図る。 

○20歳未満の者や妊婦への飲酒対策の推進を図る。
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基本的な方向性 領　域 主な取組と関連指標

○歯・口腔 ○フッ化物利用を普及し、むし歯で歯を失うリスクの低下を図
る。 

○口腔保健行動の改善と定期的歯科受診により、歯周病で歯を
失うリスクの低下を図る。

② 生活習慣病の ○がん ○喫煙率の減少や受動喫煙のない環境づくり、食生活の改善の
発症予防と重 ほか、がん検診受診促進の普及啓発に取り組む。
症化予防の徹
底 ○循環器疾患 ○栄養、運動、喫煙など生活習慣の改善や、特定健康診査の実

施率の向上に取り組む。

○糖尿病 ○生活習慣の改善や血糖値の適正な管理と治療の重要性に関す
る知識の普及啓発、特定健康診査の実施率の向上に取り組む。

○ＣＯＰＤ  ○疾病の要因や病状などに関する普及啓発、発症要因であるた
（慢性閉塞性肺疾患) ばこ対策の一層の推進を図る。 

指　標 現状値 目標値
ＣＯＰＤの認知度 33.9％ 80.0％

③ 社会生活を営 ○こころの健康 ○こころの健康に関する相談支援の充実や自殺予防に関する普
むために必要 及啓発、職場におけるメンタルヘルス対策の促進等こころの
な生活機能の 健康の保持・増進を図る。
維持及び向上

○高齢者の健康 ○高齢者の健康づくりを進めるため、社会参加を促進するほか、
運動、口腔機能や適正体重維持の普及啓発を図る。 

 指　標 現状値 目標値
適正体重を維持している者   
(うち65歳以上のやせ傾向の割合 男性 7.4％ 減少 
 (BMI20以下)) 女性20.2％

（２）健康を支え、守るための社会環 ○「北海道健康づくり協働宣言」団体の登録を促進するととも
境の整備 に、これらの団体等と協働して、道民の健康づくりに取り組

む。

（３）ライフコースアプローチを踏ま ○子どもの健やかな発育や健康な生活習慣形成のため、健康教
えた健康づくり 育等の促進を図る。 

○女性の適正体重の維持や喫煙、飲酒など生活習慣の改善につ
いて普及啓発を図る。 

 指　標 現状値 目標値
 健康的な生活習慣を有する子ども   
 の割合 幼児 4.55％ （検討中） 
 （幼児・児童・生徒における肥満 児童15.92％ 
 傾向児の減少）

女性の喫煙率（20歳以上） 13.2％ 12.0％以下

（４）健康寿命の延伸 ○３つの基本的な方針に沿った14領域の具体的な取組を進め、
健康寿命の延伸を目指す。

 
　第４章　健康づくりの推進　 

１ 進行管理と計 ○各施策の進捗状況や目標値の達成状況の把握に努め、健康を取り巻く社会環境や
画の評価 道民の健康状態の変化を把握し必要な見直しを行う。

２ 役割分担 ○道、市町村、関係団体、企業等の役割について記載。

３ その他、計画 ○人材育成等支援体制やデジタル技術の活用、団体との協働について記載。
の推進に関する
事項

 
　※付属計画として、「たばこ対策推進計画」を継続し策定。 
 



 

北海道健康増進計画「すこやか北海道２１」（素案）のポイント  

具体の施策 ポイント

① 　 栄 養 ・ 食 生 ○　食塩摂取の状況を踏まえた減塩対策を効果的に進める食環境整備の推進。 

活 、 身 体 活 動 ○　睡眠・休養の正しい知識の普及啓発。 

・運動、休養、 ○　家庭、職場、飲食店その他多くの人が利用する施設における、受動喫煙ゼロ

喫 煙 、 飲 酒 及 の実現。 

び 歯 ・ 口 腔 に  

関 す る 生 活 習  指　標 現状値 目標値

慣の改善  睡眠で休養がとれている者の割合   

  　20～59歳 63.4％ 70.0％ 

  　60歳以上 79.7％ 85.0％

  睡眠時間が十分に確保できている者の割合   

  　20～59歳 56.0％ 60.0％ 

  　60歳以上 53.2％ 60.0％

  日常生活で受動喫煙の機会を有する者の割合   

  　家　庭  5.4％ 受動喫煙ゼロの

  　職　場 13.3％ 実現

  　飲食店 17.0％

（P15～24） ※付属計画として、「たばこ対策推進計画」を継続して策定。 

②　生活習慣病の ○　がん、循環器疾患、糖尿病、ＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患）の４つの予防可

発 症 予 防 と 重 能な疾患の発症予防と重症化予防に向けた、適切な食事、適度な運動、禁煙な

症 化 予 防 の 徹 ど生活習慣の改善や、がん検診や特定健康診査・特定保健指導等の実施促進。 

底  

（P25～32）  

③　社会生活を営 ○　全ての世代の健やかな心を支える社会づくりと、高齢化に伴う身体機能の低

む た め に 必 要 下を遅らせる取組等の推進。 

な 生 活 機 能 の  

維持及び向上  指　標 現状値 目標値

  気分障害・不安障害に相当する心理的苦痛を感じ 8.4％ 7.4％以下 

  ている者の割合（20歳以上）

（P32～35）  骨粗鬆症検診受診率の向上 1.1％ 15％

（ ２ ）  健 康 を 支 え 守 ○　「北海道健康づくり協働宣言」団体の登録促進とともに、これらの団体と協

る た め の 社 会 環 働した道民の健康づくりの推進。 

境の整備 ○　健康無関心層を含む幅広い層が、自然に健康な行動をとることができるよう、

 食生活を支援する環境の整備や多くの人が利用する施設での受動喫煙防止の取

（P35～36） 組の推進。 

（ ３ ）  ラ イ フ コ ー ス ○　市町村、教育関係者、家庭、地域、関係団体と連携した子どもの発育や健康

ア プ ロ ー チ を 踏 な生活習慣を形成するための取組の推進。 

ま え た 健 康 づ く ○　妊娠期をはじめ女性の適正体重の維持や喫煙防止、適正飲酒など、生活習慣

り の改善に関する普及啓発の促進。 

  

  指　標 現状値 目標値

  健康な生活習慣を有する子どもの割合 幼児 4.55％ （検討中） 

（P37～39）  （幼児・児童・生徒における肥満傾向児の減少） 児童15.92％
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